
種 目 番 号

委託担当

医療援助課 担当者名　　　川田

℡　６７１－４１１５

1 令和７年度小児医療費助成事業に伴う封入封緘等業務委託(７月～翌３月分)

2 各区役所保険年金課保険係及び健康福祉局医療援助課

3 令和７年４月１日から令和８年３月31日

4

5  「個人情報取扱特記事項」及び「電子計算機処理等の契約に関する情報取

扱特記事項」並びに「委託契約約款」を遵守すること

6 不　要

7 別紙内訳書のとおり

令和７年度　一般会計歳出　第７款１項５目　12節（18）その他業務委託料

受付

番号

その他特約事項

現 場 説 明

委 託 概 要

設　　　　　　　　計　　　　　　　　書

委 託 件 名

履 行 場 所

履行期間（期限）

契 約 区 分 　□　確定契約 　　■　概算契約



8 部分払い

レ 　　　す　　　る （１２回以内）

　　　し　な　い

【処理１】

履　行 数量 単位 単価

予定月 （概算数量）

7月～３月 ( 21,000 ) 件

7月～３月 ( 21,000 ) 件

7月～３月 ( 21,000 ) 件

7月、１１月、2月 ( 2,600 ) 件

7月、１１月、2月 ( 2,600 ) 件

7月、１１月、2月 ( 2,600 ) 件

7月、１１月、2月 ( 3,300 ) 件

7月、１１月、2月 ( 3,300 ) 件

３月 ( 32,000 ) 件

３月 ( 32,000 ) 件

7月～３月 ( 21,000 ) 件

7月、１１月、2月 ( 2,600 ) 件

7月、１１月、2月 ( 3,300 ) 件

６月 ( 21,000 ) 件

６月 ( 2,600 ) 件

６月 ( 3,300 ) 件

7月、10月、１月 ( 65,000 ) 件

7月、10月、１月 ( 300 ) 件

7月、10月、１月 ( 20,000 ) 件

６月 ( 4,100 ) 件

7月、10月、１月 ( 13,000 ) 件
６月 ( 1 ) か月

４月～６月 ( 3 ) か月

内　訳

業務内容 金額

（概算金額）
医療証(月次分)　印刷　７～３月フルカラー

医療証(月次分)　印字　７～３月

医療証(月次分)　裁断・封入封緘　７～３月

勧奨処理（乳児未届者）印刷

勧奨処理（乳児未届者）　印字

勧奨処理（乳児未届者）封入封緘

勧奨処理（市外転入）　封入封緘

勧奨処理（市外転入）　宛名シール貼付

証終了通知書印刷

証終了通知書宛名印字

医療証同封チラシ①印刷

勧奨用チラシ（未届者用）印刷

勧奨用チラシ（市外転入用）印刷

医療証用封筒（ひとつ窓）７～３月

小児医療費支給申請書（１冊50組）

小児医療費助成事業のごあんない

勧奨用封筒（ふたつ窓）

市外転入勧奨用封筒（窓なし）

医療証（窓口用）７月～１月フルカラー

返信用封筒（窓なし）

医療証用封筒（窓口用）７月～３月

委 託 代 金 額
（ 概 算 金 額 ）

印刷物残部（４月～６月）の受入調整
各種準備作業
（打合せ・印刷物作成のためのプログラム作成など）

（ 概 算 金 額 ）

消費税及び地方消費税相当額

（ 概 算 金 額 ）
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「令和７年度小児医療費助成事業に伴う封入封緘等業務委託(７月～翌３月分)」仕様書 
 

概要 

横浜市小児医療費助成事業では、助成対象の乳児（０歳）・幼児（１～15歳）に対して医療証の交付及

び更新を行っています。これらの更新や切替えに伴う、印刷・印字・裁断・封入封緘等の作業及び小児

医療費助成で使用する帳票類の印刷・区配を行います。 

７月～翌３月にかけて、毎月封入封緘作業を行います。４月～６月までは７月の作業に向けて、各種

準備作業を行います（４月～６月までは前任の委託事業者が封入封緘作業を行っています）。 

 

委託業務 

１ 医療証更新 

(1)  医療証印刷・印字・裁断・封入封緘業務（月次）（７月～翌３月） 

(2)  同封チラシ等印刷業務 

２ 勧奨  

(1) 未届者勧奨用申請書印刷・印字・裁断・封入封緘業務（７月、11月、翌２月） 

(2)  市外転入者・封入封緘・宛名シール貼付業務（７月、11月、翌２月） 

(3)  チラシ等印刷業務（未届者用・市街転入者用） 

３ 証終了通知書 

(1)  証終了通知書印刷業務（翌３月） 

(2)  宛名印字業務（翌３月） 

４ 帳票類の区配 

(1) 医療証用封筒（ひとつ窓）（７月、10月、翌１月） 

(2)  医療証（窓口用）（７月、10月、翌１月） 

(3)  小児医療費支給申請書（７月、10月、翌１月） 

(4)  小児医療費助成のごあんない（７月、10月、翌１月） 

５ 封筒類の印刷及び保管 

(1) 医療証用封筒（窓口用）（ひとつ窓）（６月） 

(2) 勧奨用封筒（未届者）（ふたつ窓）（６月） 

(3) 返信用封筒（窓なし）18区別（６月） 

(4) 勧奨用封筒（市外転入）（窓なし）（６月） 

６ 次事業者からの引継ぎ 

  ４月～６月までの作業状況及び各種印刷物の残部を次事業者から引継（６月） 

 

印刷帳票等 

１ 医療証（バッチ）（印刷数：月次 21,000件） 

２ 医療証同封チラシ（月次）（印刷数：21,000件） 

３ 医療証用封筒（ひとつ窓） 

（印刷数：月次 21,000件、区配 13,000件） 
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４ 勧奨用申請書（未届者）（印刷数：2,600件） 

５ 勧奨用チラシ（未届者）（印刷数：2,600件） 

６ 勧奨用封筒（未届者）（ふたつ窓）（印刷数：2,600件） 

７ 返信用封筒（窓なし）18区別（印刷数：4,100件） 

８ 勧奨用チラシ（市外転入者）（印刷数：3,300件） 

９ 勧奨用封筒（市外転入）（窓なし）（印刷数：3,300件） 

10 証終了通知書（印字数：32,000件） 

11 医療証（印刷数：区配 65,000） 

12 小児医療費支給申請書（1冊：50組）（印刷数：区配 300冊） 

13 小児医療費助成のごあんない（印刷数：区配 20,000件） 

 

 ※各帳票等への印字は、最新の外字データをお使いください。 

  外字データに更新があった際は、医療援助課からデータファイルをお渡しします。 

※各帳票・チラシの仕様については別紙参照。 

※各帳票・チラシについて、見本として各 20部を健康福祉局医療援助課に納品してください。 

 

作業内容 

１ 共通事項 

(1) 帳票は封入封緘後も、出力されている順番は絶対に崩さずに50部ずつに束ね、区へ配送する際は

品名が分かるようにして配送してください。 

(2) 毎月第４営業日にDVDを引き渡します。それぞれ以下の作業を中５日（引き渡し日、区への配送日

は含まず）の工程で行った後、各種帳票を各区役所保険年金課保険係へ配送してください。 

(3) 各印刷物は印刷の都度、校正を受けてください。 

(4) 毎月、処理が終了した時点で、各作業毎・区毎に件数表を作成し、提出してください。併せて、

各帳票等の在庫数の報告をしてください。 

(5) 各区に配送する際は、ダンボール等で箱詰めにし、整理番号が上に向くように入れ、封緘してく

ださい。 

 (6) 事前に処理のスケジュールをお渡しします。 

(7) 医療証等の発行区や記載されている問い合わせ先区役所と返信用封筒の区役所名は同一とします。 

(8) ４月～６月の作業として、７月～翌３月の毎月の電算処理のため、４月に医療援助課と打ち合わせ   

等調整の上詳細な業務スケジュールの調整を行います 

７月に使用する各種印刷物は印刷用のプログラム等を作成し仕様に基づき適切に作成してくださ 

い。 

６月に４月～６月に使用した各種印刷物の残部を４～６月の委託事業者から引き継ぎ保管する。 

(9) 本仕様書に定めのない事項については、その都度、発注者と受託者で協議を行い、決定することと

します。 

 

２ 帳票等一覧（以降は帳票等名称の前にある、アルファベットに置き換えて使用します。） 
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A. 医療証（カード）（バッチ） 

B. 医療証同封チラシ（月次） 

C. 医療証用封筒（ひとつ窓）（カード） 

D. 勧奨用申請書（未届者） 

E. 勧奨用チラシ（未届者） 

F. 勧奨用封筒（未届者）（ふたつ窓） 

G. 返信用封筒（窓なし）18区別 

H. 勧奨用宛名シール（市外転入者） 

I. 勧奨用チラシ（市外転入者） 

J. 勧奨用封筒（市外転入）（窓なし） 

K. 証終了通知書 

L. 医療証（カード）（オンライン） 

M. 小児医療費支給申請書 

N. 小児医療費助成のごあんない 

※チラシ類について、年度途中で改版となる場合があります。印刷の都度、校正を受けてください 

※チラシ類について、様式の参考ページで複数の記号がついているチラシがありますが実際に作成 

する際はそれぞれ内容が異なります。 

 

３ 医療証更新 

   一歳到達月次処理（７～翌３月）（乳児（０歳）） 

医療証（カード）（バッチ）（１シート２明細） 

医療証Aを印刷・印字・裁断、チラシBを印刷・三つ折りし、封筒Cに医療証A、チラシBを封入封緘す

る。 

 

４ 勧奨（７月，11 月，翌２月） 

(1)  未届者勧奨（乳児（０歳）） 

ア 使用する帳票等 

D. 勧奨用申請書（未届者） 

  E. 勧奨用チラシ（未届者） 

F. 勧奨用封筒（未届者）（ふたつ窓） 

G. 返信用封筒（窓なし）18区別 

※チラシ Eについてデータを引き渡しますので、印刷をお願いします。 

イ 作業 

(ｱ) 問合せ先の上にこちらが指定する年月を入れる。 

(ｲ) 申請書Dを印刷・印字・裁断・三つ折りし、封筒Fに申請書D、チラシE（三つ折りにする）、返

信用封筒Gを封入封緘する。 

 

(2) 市外転入者 
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ア 使用する帳票等 

H. 勧奨用宛名シール（市外転入者） 

I. 勧奨用チラシ（市外転入者） 

J. 勧奨用封筒（市外転入）（窓なし） 

※チラシ Iについてデータを引き渡しますので、印刷をお願いします。 

イ 作業 

 チラシ I（三つ折りにする）を封筒 Jに封入封緘し、封筒 Jの表に宛名シール Hを添付する。 

 ※区によっては封緘しない場合があります。その際は引き渡し時にお伝えいたします。 

 

５ 証終了通知書（翌３月） 

３月中旬に健康福祉局医療援助課へ納品となります。 

(1) 使用する帳票等 

K. 証終了通知書 

(2) 作業 

通知Kを印刷・印字し、郵便番号の上５桁毎に区分したうえ、帯封で1000枚１束にする。 

 

６ 帳票類の印刷及び区配（７月、10 月、翌１月） 

    帳票類を印刷のうえ、年４回各月の 20日頃、送付先一覧のとおり各区役所へ納品する。 

(1) 使用する帳票等 

   C. 医療証用封筒（ひとつ窓）（カード） 

L. 医療証（カード）（オンライン） 

M. 小児医療費支給申請書 

N. 小児医療費助成のごあんない 

 

７ 封筒類の印刷（６月） 

  各作業で使用する帳票類を印刷し、保管する。 

(1)  使用する帳票等 

C. 医療証用封筒（ひとつ窓）（カード） 

   F. 勧奨用封筒（未届者）（ふたつ窓） 

G. 返信用封筒（窓なし）18区別 

J. 勧奨用封筒（市外転入）（窓なし） 

 

契約の条件 

１ この契約は、令和７年度横浜市各会計予算が令和７年３月 31 日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定します。 

  

  



5 
 

別紙 

印刷帳票・チラシ類仕様書 

A. 医療証（カード）（バッチ） 

紙質 上質紙 135㎏（カードは、裏面ラミネート加工）資料１ 

サイズ 本体：縦 54㎜×横 86㎜ 

台紙：原則として、縦 4.5in×横 224㎜+左右 0.5in 

インク色 本体：表面フルカラー（色は、別途協議）、裏面１色（黒色） 

台紙：地色は白色、文字色は表面２色（黒色、赤色）裏面１色（黒色） 

内容 資料１のとおり 

備考 １シート２明細、連続帳票、両面印刷、公印刷込 

偽造防止加工有、裏面フィルム加工有 

カード表面に文言色でマイクロ文字（「YOKOHAMA」）を印刷する、なお印刷位置につ

いては、契約決定後に別途協議する 

横浜市のプリンター（富士通製 VSP2910H）での印刷が可能であり、かつ印字後にじ

み・はがれ等がおこらないものを使用すること 

印字の際のインクの定着について、カード自体の耐水性や強度等についてのテスト

を行うこと、またテスト品作成に係る負担は受託者が持つこと 

カードは両面とも、油性ボールペンによる筆記が可能でインクが定着しやすく、こ

すれにくいもの 

台紙から医療証の剥離が誰にでも容易にできるもの、ただし発行プリンタによる印

字時には剥がれないこと 

台紙と医療証は一体で、表面は段差のないこと 

２年間の使用に耐えうるもの 

 

C. 医療証用封筒（ひとつ窓）（カード） 

紙質 材質は再生紙とする（窓あき部分はグラファンを用いる）。ただし、郵便配達時の

雨にも耐えうるものとする。 

サイズ 縦 120㎜×横 235㎜+F30 ㎜ 

インク色 1/1ｃ（裏地紋） 

内容 別途協議して決定する 

備考 両面印刷、裏面にはイラストをモノクロ印刷。イラスト内容はデータ支給 

100枚ごとに仕切りを入れるか、もしくは束でくくる 

1,000枚１箱とし、段ボール箱で納品 

段ボール箱側面に、「品名、枚数、作成日、物品番号」を記載したラベルを添付 

グラシン窓 1か所（サイズ要相談）、水のり、フラップ折込済み 
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D. 勧奨用申請書（未届者）（裁断、封入封緘のみ） 

紙質 資料２のとおり 

サイズ 縦 11.5インチ、横 210mm＋0.5インチ（耳）＋0.5インチ（耳） 

インク色 地色は白、文字色は水色、その他１色（資料２のとおり） 

内容 資料２参照 

備考 連続帳票 

 

F. 勧奨用封筒（未届者）（ふたつ窓） 

紙質 資料３のとおり 

サイズ 資料３のとおり 

インク色 地色は白、文字色は黒（資料３のとおり） 

内容 資料３参照 

備考 片面印刷、白色、裏側には地紋印刷、1,000枚１箱 

100枚ごとに仕切りを入れるか、もしくは束でくくる 

段ボール箱側面に、「品名、枚数、作成日（令和７年４月作成）、物品番号」を記載

したラベルを添付。 

窓開き封筒（窓の部分はグラシン紙仕様）、水のり、フラップ折込済み 

 

G. 返信用封筒（窓なし）18区別 

紙質 資料４のとおり 

サイズ 資料４のとおり 

インク色 地色は黄色、文字色は黒（資料４のとおり） 

内容 資料４参照 

備考 片面印刷、黄色、資料８のとおり区ごとの住所を印刷 

100枚ごとに仕切りを入れるか、もしくは束でくくる 

最大 1,000枚１箱 

段ボール箱等の側面に、「品名、区名、枚数、作成日（令和７年４月作成）、物品番

号（区毎）」を記載したラベルを添付。 

テープのり、フラップ折込済み 
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J. 勧奨用封筒（市外転入）（窓なし） 

紙質 資料５のとおり 

サイズ 資料５のとおり 

インク色 地色は水色、文字色は黒（資料５のとおり） 

内容 資料５参照 

備考 片面印刷、水色、1,000 枚１箱 

100枚ごとに仕切りを入れるか、もしくは束でくくる 

段ボール箱側面に、「品名、枚数、作成日（令和７年４月作成）、物品番号」を記載

したラベルを添付 

窓無し封筒、その他仕様、郵便表示については見本を参照 

テープ付き、フラップ折込無し 

フラップの折筋がしっかり入っているようにお願いします 

 

K. 証終了通知書 

紙質 資料６のとおり 

サイズ 縦 11.5インチ、横 210mm＋0.5インチ（耳）＋0.5インチ（耳） 

インク色 地色は白、文字色は水色、その他１色（資料６のとおり） 

内容 資料６参照 

備考 連続帳票 

 

L. 医療証（カード）（オンライン） 

紙質 上質紙 135㎏（カードは、裏面ラミネート加工） 

サイズ 本体：縦 54㎜×横 86㎜ 

台紙：原則として、縦 4.5in×横 224㎜+左右 0.5in 

インク色 本体：表面フルカラー（色は、別途協議）、裏面１色（黒色） 

台紙：地色は白色、文字色は表面２色（黒色、赤色）裏面１色（黒色） 

内容 資料１のとおり 

備考 １シート２明細、単票はスプロケット部分を切除して納品すること 

両面印刷、公印刷込、偽造防止加工有、裏面フィルム加工有 

カード表面に文言色でマイクロ文字（「YOKOHAMA」）を印刷する、なお印刷位置につ

いては、契約決定後に別途協議する 

横浜市のプリンター（富士通製 VSP2910H）での印刷が可能であり、かつ印字後にじ

み・はがれ等がおこらないものを使用すること 

印字の際のインクの定着について、カード自体の耐水性や強度等についてのテスト

を行うこと、またテスト品作成に係る負担は受託者が持つこと 

カードは両面とも、油性ボールペンによる筆記が可能でインクが定着しやすく、こ

すれにくいもの 

台紙から医療証の剥離が誰にでも容易にできるもの、ただし発行プリンタによる印
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字時には、剝がれないこと 

台紙と医療証は一体で、表面は段差のないこと 

２年間の使用に耐えうるもの 

 

M. 小児医療費支給申請書 

紙質 資料７のとおり 

サイズ 資料７のとおり 

インク色 地色は白、文字色は黒（資料７のとおり） 

内容 資料７参照 

備考 ２枚複写式（減感あり）、50組＝1冊（天のり）、５冊＝１梱包 

 

N. 小児医療費助成のごあんない 

紙質 上質紙 

サイズ Ａ４ 

インク色 地色は白、文字色は黒 

内容 別途お知らせします 

備考 500枚＝１梱包 

 

チラシ類 

紙質 上質紙 

サイズ A４サイズ 

インク色 B. 医療証同封チラシ（月次）：地色は色紙 白、文字色は黒 

E. 勧奨用チラシ（未届者）：地色は色紙 クリーム、文字色は黒 

I. 勧奨用チラシ（市外転入者）：地色は色紙 橙色、文字色は黒 

内容 別途お知らせします 

 

※仕様、内容等については、年度途中で変更になる場合があります。 

 

 



医療証                          資料１ 

表 

 

 裏 

 



01161174
テキストボックス
資料２



01161174
テキストボックス
資料３



01161174
テキストボックス
資料３



01161174
テキストボックス
資料４



01161174
テキストボックス
資料５



〒231－0005　横浜市中区本町6丁目50番地の10

電 話 ０４５（６７１）４１１５
FAX ０４５（６６４）０４０３

横 浜 市 健 康 福 祉 局
生活福祉部医療援助課

郵便はがき

料金後納
郵便

01161174
テキストボックス
資料６



◇受給資格喪失のお知らせ◇
　横浜市 乳 医療証を交付し、通院・入院の医療費を助成

する制度は、中学３年生までのお子様を対象としていま

す。そのため、現在お持ちの医療証の有効期限をもって、

医療証の発行が終了します。

　ご不明な点がありましたら、お住まいの区役所保険

年金課保険係、または横浜市健康福祉局医療援助課まで

お問い合わせください。

音声案内が流れ始めたら・・・ 

【医療機関案内】電話機の「1」を選択 

⇒そのとき受診可能な病院・診療所の案内を行います。

FAX：045-242-3808（聴覚障害者専用）

※FAX 受付後に病院・診療所と調整の上、折り返します。

【救急電話相談】電話機の「2」を選択 

⇒看護師が、症状に基づく緊急性や、受診の必要性について

アドバイスします。 

急な病気やけがの受診相談は…急な病気やけがの受診相談は…
24時間
年中無休☎☎

または☎045-232-7119 横浜市救急相談センター
＃ 7 1 1 9＃ 7 1 1 9

01161174
テキストボックス
資料６



01161174
テキストボックス
資料７



01161174
テキストボックス
資料７



01161174
テキストボックス
資料７



返信用封筒各区住所部分

〒230-0051 〒221-0824 〒220-0051

〒231-0021 〒232-0024 〒233-0003

〒240-0001 〒241-0022 〒235-0016

横浜市保土ケ谷区川辺町２番地９

保土ケ谷区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市旭区鶴ヶ峰一丁目４番地１２

旭区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市西区中央一丁目５番１０号

西区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市磯子区磯子三丁目５番１号

磯子区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市鶴見区鶴見中央三丁目２０番１号

鶴見区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市神奈川区広台太田町３番地８

神奈川区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市中区日本大通３５番地

中区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市南区浦舟町２丁目３３番地

南区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市港南区港南四丁目２番１０号

港南区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

01161174
テキストボックス
資料８



〒236-0021 〒222-0032 〒226-0013

〒225-0024 〒224-0032 〒245-0024

〒247-0005 〒244-0003 〒246-0021

横浜市戸塚区戸塚町１６番地１７

戸塚区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市栄区桂町３０３番地１９

栄区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市瀬谷区二ツ橋町１９０番地

瀬谷区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市金沢区泥亀二丁目９番1号

金沢区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市港北区大豆戸町２６番地１

港北区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市緑区寺山町１１８番地

緑区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市青葉区市ヶ尾町３１番地４

青葉区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市都筑区茅ケ崎中央３２番１号

都筑区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

横浜市泉区和泉中央北五丁目１番1号

泉区役所　保険年金課

保険係　小児医療担当　行

01161174
テキストボックス
資料８



住所 電話番号

鶴　見 鶴見区鶴見中央３－２０－１ ５１０－１８１０

神奈川 神奈川区広台太田町３－８ ４１１－７１２６

西 西区中央１－５－１０ ３２０－８４２７

中 中区日本大通３５ ２２４－８３１７

南 南区浦舟町２－３３ ３４１－１１２８

港　南 港南区港南４－２－１０ ８４７－８４２３

保土ケ谷 保土ケ谷区川辺町２－９ ３３４－６３３８

旭 旭区鶴ケ峰１－４－１２ ９５４－６１３８

磯　子 磯子区磯子３－５－１ ７５０－２４２８

金　沢 金沢区泥亀２－９－１ ７８８－７８３８

港　北 港北区大豆戸町２６－１ ５４０－２３５１

緑 緑区寺山町１１８ ９３０－２３４４

青　葉 青葉区市ケ尾町３１－４ ９７８－２３３７

都　筑 都筑区茅ケ崎中央３２－１ ９４８－２３３６

泉 泉区和泉中央北５－１－１ ８００－２４２７

栄 栄区桂町３０３－１９ ８９４－８４２６

戸　塚 戸塚区戸塚町１６－１７ ８６６－８４５０

瀬　谷 瀬谷区二ツ橋町１９０ ３６７－５７２７

区役所住所一覧（納品先）

各
区
役
所
保
険
年
金
課

01161174
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個人情報取扱特記事項  

（令和５年４月） 

  

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの特記事項が付帯する契約（以下「この契

約」という。）において個人情報を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情

報の重要性を認識し、この契約による事務（以下「本件事務」という。）を処理するに当

たっては、個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例その他の関

係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱

わなければならない。 

 （適正な管理） 

第２条 受託者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等（以下「漏

えい等」という。）の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人

情報の管理責任者を選任しなければならない。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所（以下「作業場所」という。）を

定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じ

なければならない。 

４ 受託者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前３項に定める管理責任体

制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書（第１号様式）により

委託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出

た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該

変更に経費を要するときは、その費用負担は委託者と受託者とが協議して決定する。 

 （従事者の監督） 

第３条 受託者は、本件事務の処理に従事している者が本件事務に関して知り得た個人情報

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わな

ければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第４条 受託者は、本件事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により

個人情報を収集しなければならない。 

 （禁止事項） 

第５条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件事務に係る

個人情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) 本件事務を処理する目的以外での利用 

 (2) 複写又は複製（作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを



除く。） 

 (3) 作業場所の外への持ち出し 

 （再委託の禁止等） 

第６条 受託者は、本件事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に

取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこ

の限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせ

る場合には、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項

について、当該第三者（会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第１項第３号の子会社を

含む。以下「再受託者」という。）との間で約定しなければならない。２以上の段階にわ

たる委託（以下「再々委託等」という。）を行う場合も、この例によるべきことを再受託

者又はこれに類する者に求めなければならない。 

３ 再受託者が本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、

当該第三者（会社法第２条第１項第３号の子会社を含む。以下「再々受託者」という。）

における個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に

報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第１項ただし書の承諾に相当す

る承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。 

４ 業務内容が定型的であり、かつ、個人情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者

が別に定める業務の委託（再委託及び再々委託等（以下「再委託等」と総称する。）を含

む。）については、委託者が別に定める事項をあらかじめ委託者に報告した場合には、第

１項ただし書の承諾及び前項に規定する受託者による承諾を要しない。 

５ 第２条第５項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 

 （個人情報が記録された資料等の返還等） 

第７条 受託者は、本件事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、

複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこと

となったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従

い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法によ

り処理するものとする。 

 （報告及び検査） 

第８条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受託

者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができ

る。 

２ 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中少なくとも

１年に一度、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、原則として作業場所に

おいて検査するものとする。 

３ 前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担

とする。ただし、委託者の事情により過分の費用を要した分については、委託者が負担す

る。 



 （事故発生時等における報告） 

第９条 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知っ

たときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

 （研修実施報告書の提出） 

第 10 条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、

個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際

に負う民事上の責任についての研修を実施し、研修実施報告書（第２号様式）を委託者に

提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託する場合には、再受託者に対し、

前項の研修を実施させ、同項の研修実施報告書を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された研修実施報告書を委託者に提

出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第 11 条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受託者に対

して損害賠償の請求をすることができる。 

 (1) 本件事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者の責に帰すべ

き理由による個人情報の漏えい等があったとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件事務の目的を達成することが

できないと認められるとき。 

２ 前項第１号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏

えい等が、受託者が再委託等をし当該再委託等先において発生した場合であっても、当該

受託者が負うものとする。 



（第１号様式） 

安全管理措置報告書          
調 査 項 目 内 容 

１ 業者名  

□横浜市競争入札有資格者 □その他（             ） 

□横浜市出資法人（条例第 条） 

２ 業務の作業担当部署名  

３ 業務の現場責任者役職名  

４ 業務の個人情報取扱者の

人数 

 

５ 個人情報保護関連資格等 □Ｐマーク □ＩＳＭＳ 

□その他の資格（                      ） 

□個人情報関係の損害保険に加入 

６ 個人情報保護に関する社

内規程等 

□個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規程 

□個人情報漏えい･紛失･滅失･盗難等事故時の対応規程・マニュアル等 

□個人情報保護について従業員との雇用契約や誓約書等に明記 

□その他の規程（                     ） 

□規程なし 

７ 個人情報保護に関する研

修・教育 

□個人情報保護に関する研修・教育を実施（年  回／従業員１人につき） 

□その他（                          ） 

８ 個人情報保護に関する点

検・検査・監査の方法等 

 

 

９ 漏えい等の事案の対応規程・マニュアル等の内容 

 (1) 対応規程・マニュアル

等がある場合 

名 称  

内 容  

 

(2) 対応規程・マニュアル

等がない場合 

（漏えい等の事案が発生した場合にどのような対応を取るのかについて、な

るべく具体的に記載していください。） 

 



10 個人情報を取り扱う作業場所の管理体制  

※ 作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者が、実施機関所有のＰＣ、タブレット等の電子

計算機のみを使用する場合には記入不要です。作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者所

有の電子計算機を使用する場合には、(2)電磁媒体の項目、(4)及び(5)を記入してください。 

 (1) 作業施設の入退室管

理 

作業期間中の入室可能人数 

□上記４の作業者のみ 

□作業者以外の入室可（□上記外    名 □その他） 

 

入退室者名及び時刻の記録 

□なし （施錠のみ、身分証提示のみ等） 

□あり □用紙記入 

□ＩＣカード等によりＩＤ等をシステムに記録 

□カメラや生体認証等により特定個人の入退室時刻を記録 

□その他（              ） 

 □その他（                  ） 

 (2) 個人情報の保管場所 

 

紙媒体 □鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室 

□その他（                   ） 

 電磁媒体 □鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室 

□その他（                   ） 

 (3) 作業施設の防災体制 □常時監視 □巡回監視 □耐火構造 □免震・制震構造 

□その他（                   ） 

 (4) 個人情報の運搬方法 紙媒体  

  

 電磁媒体  

  

 

 

 (5) 個人情報の廃棄方法 紙媒体  

  

 電磁媒体  

  

 (6) 施設外で作業を行う

場合の個人情報保護対

策（行う場合のみ記入） 

 

 

 

 



11 電算処理における個人情報保護対策  

※紙媒体しか取り扱わない業務を行う場合は記入不要です。 

 (1) 作業を行う機器 □限定している（ノート型  台、デスクトップ型  台） 

□限定していない 

 (2) 外部との接続 □作業機器は外部との接続をしていない 

□作業機器は外部と接続している 

接続方法：□インターネット □専用回線 □その他（       ） 

通信の暗号化：□している □していない 

 (3) アクセス制限 □ＩＤ・パスワード付与によりアクセス制限をしている 
ＩＤの設定方法（                        ） 
パスワードの付け方（                      ） 

□ＩＤ・パスワード付与によりアクセス制限をしていない 

 (4) 不正アクセスを検知

するシステムの有無 

□あり（検知システムの概要：                   ） 

□なし 

 (5) マルウェアを検知す

るシステムの有無 

□あり（検知システムの概要：                   ） 

□なし 

 (6) ソフトウェアの更新 □常に最新のものに自動アップデートするものとなっている 

□上記以外（                           ） 

 (7) アクセスログ □アクセスログをとっている（   年保存） 

□アクセスログをとっていない 

 (8) 停電時のデータ消去

防止対策 

□無停電電源装置 □電源の二重化 

□その他（                            ） 

□なし 

 (9) その他の対策  

12 外国における個人情報の

取扱いの有無 

□あり 

 □外国のサーバ上に個人情報が保存されているが、外国のサーバ上での個

人情報の取扱いはない 

 □外国のサーバ上に個人情報が保存されており、外国のサーバ上で個人情

報を取り扱っている 

□なし 

※「あり」の場合は、以下も記入してください。 
 (1) 個人情報の取扱いが

ある外国の名称 

 

 (2) 当該外国における個

人情報の制度・保護措置

等 

 

 



（第２号様式）  

（Ａ４）  
 

 

 

 年 月 日 

（提出先） 

         

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書・誓約書 

 

個人情報の保護に関する法律第66条第２項の規定により

準用される同条第１項に定める措置の一環として、横浜市の

個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取

り扱う場合に遵守すべき事項並びに個人情報の保護に関す

る法令等に基づく罰則の内容及び漏えい等の事故が発生し

た場合の民事上の責任についての研修を実施しましたので、

別紙（全  枚）のとおり報告いたします。 

個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事

項を遵守し、並びに従事者にも遵守させ、個人情報を適切に

取り扱うことを誓約いたします。 

 

 



（別紙） 

研修実施明細書 

 

 本件業務の委託に当たり、受託者として従事者に実施した個人情報保護に係る研修の明細は、

次のとおりです。 

 

研修受講日 所    属 担 当 業 務 氏    名 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（Ａ４） 



電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 

 

（情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 この特記事項（以下「特記事項」という。）は、委託契約約款（以下

「約款」という。）の特記条項として、電子計算機処理等の委託契約に関する

横浜市（以下「委託者」という。）が保有する情報の取扱いについて、必要な

事項を定めるものである。 

２ 情報を電子計算機処理等により取り扱う者（以下「受託者」という。）は、情

報の保護の重要性を認識し、この契約による業務（以下「本件業務」という。）

を遂行するための情報の取扱いに当たっては、委託者の業務に支障が生じ

ることのないよう、適正に取り扱わなければならない。 

（定義） 

第２条 特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 電子計算機処理等 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄

積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理

をいう。ただし、専ら文章を作成するための処理、専ら文書図画の内容を

記録するための処理、製販その他の専ら印刷物を制作するための処理及

び専ら文書図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理を

除く。 

(2) 不開示情報 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年条

例第１号）第７条第２項に規定する不開示情報をいう。 

(3) 不開示資料等 不開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム

及び電磁的記録をいう。 

（適正な管理） 

第３条 受託者は、本件業務に係る情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等

（以下「漏えい等」という。）の防止その他の情報の適正な管理のために必要

な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は、情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、情報の適正

な管理を実施する者として本件業務に係る情報の管理責任者を選任しなけ

ればならない。 

３ 受託者は、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情

報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定めるとともに、作業場所に係

る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならな

い。 

４ 受託者は、本件業務に着手する前に前３項に定める管理責任体制及び安

全対策その他の安全管理措置について、委託者に報告しなければならな

い。 

５ 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して

異議を申し出た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならな

い。この場合において、当該変更に経費を要するときは、その費用負担は委

託者と受託者とが協議して決定する。 

（従事者の監督） 

第４条 受託者は、本件業務に従事している者が、本件業務に関して知り得た

不開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必

要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除さ

れた後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第５条 受託者は、本件業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつ公

正な手段により情報を収集しなければならない。 

（禁止事項） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本

件業務に係る情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 本件業務を処理する目的以外での利用 

(2) 複写又は複製（作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむ

を得ないものを除く） 

(3) 作業場所の外への持ち出し 

（再委託の禁止等） 

第７条 受託者は、本件業務を遂行するための不開示情報を自ら取り扱うもの

とし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面

による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件業務に係る情報を第三者に

取り扱わせる場合には、情報の保護に関し、特記事項と同等の内容及び委

託者が指示する事項について、当該第三者（会社法（平成17年法律第86

号）第２条第１項第３号の子会社を含む。以下「再受託者」という。）との間で

約定しなければならない。２以上の段階にわたる委託（以下「再々委託等」と

いう。）を行う場合も、この例によるべきことを再受託者又はこれに類する者に

求めなければならない。 

３ 再受託者が本件業務に係る情報を第三者に取り扱わせる場合にあって

は、受託者は、当該第三者（会社法第２条第１項第３号の子会社を含む。）

における情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容

を委託者に報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第１項

ただし書の承諾に相当する承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合

も、同様とする。 

４ 業務内容が定型的であり、かつ、情報の漏えい等の危険性が低いものとし

て委託者が別に定める業務の委託（再委託及び再々委託等（以下「再委託

等」と総称する。）を含む。）については、委託者が別に定める事項をあらかじ

め委託者に報告した場合には、第１項ただし書の承諾及び前項に規定する

受託者による承諾を要しない。 

５ 第３条第５項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 

（不開示資料等の返還等） 

第８条 受託者は、本件業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受

託者が収集し、複製し、若しくは作成した不開示資料等を、業務の遂行上使

用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたとき

は、委託者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しく

は消去し、又はその他の方法により処理（以下「返還等」という。）するものと

する。 

２ 前項の場合において、委託者が当該不開示資料等の消去又はその他の

方法による処理を指示した場合は、復元困難な消去、焼却、シュレッダー等

による裁断等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法によらなけ

ればならない。 

３ 第１項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に不

開示資料等の返還等をしないときは、委託者は、受託者に代わって当該不

開示資料等を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託

者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託

者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならない。 

（報告及び検査） 

第９条 委託者は、情報を保護するために必要な限度において、委託契約期

間中、受託者に対して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況につ

いて、報告を求めることができる。 

２ 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状況及び

委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。 

３ 前２項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者の負

担とする。ただし、委託者の事情により、過分の費用を要した分については、

委託者が負担する。 

（事故発生時等における報告） 

第10条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者が本

件業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏え

い、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アク

セス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速

やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了

し、又は解除された後においても同様とする。 

（引渡し） 

第11条 受託者は、約款第28条第２項の規定による検査（以下「検査」とい

う。）に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託

者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時をもって契約の履

行の目的物の引渡しを完了したものとする。 

（契約の解除及び損害の賠償） 

第12条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は

受託者に対して損害賠償を請求することができる。 

(1) 本件業務を遂行するために受託者が取り扱う不開示情報について、受

託者の責に帰すべき理由による漏えい等があったとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、本件業務の目的を達成

することができないと認められるとき。 

２ 前項第１号の不開示情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任

は、不開示情報の漏えい等が、受託者が再委託等をし、当該再委託等先にお

いて発生した場合であっても、当該受託者が負うものとする。 

３ 委託者は、受託者が検査に不合格となったときは、この契約を解除すること

ができる。 

（著作権等の取扱い） 

第13条 この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いについては、

約款第５条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 

(1) 受託者は、著作権法（昭和45年法律第48号）第21条（複製権）、第26条

の３（貸与権）、第27条（翻訳権、翻案権等）及び第28条（二次的著作物の

利用に関する原著作者の権利）に規定する権利を、目的物の引渡し時に

委託者に無償で譲渡するものとする。 

(2) 委託者は、著作権法第20条（同一性保持権）第２項第３号又は第４号に

該当しない場合においても、その使用のために、この契約により作成され

る目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できるものとする。 

(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第

18条（公表権）及び第19条（氏名表示権）を行使することができないものと

する。 

(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、

受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に

対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するた

めに必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段の定め

をした場合には、その図書の定めに従うものとする。 

３ 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権そ

の他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の責

に帰すべき事由に起因する権利侵害となる場合は、この限りではない。 

（最近改正：令和５年４月１日） 
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